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土地・建設産業局建設業課  
 

 

適正工期で働きやすい建設工事現場へ 

長時間労働是正、処遇改善など、担い手確保のための具体策 
～建 設 業 法 等 改 正 も視 野 に、中 建 審 ・社 整 審 小 委 員 会 で中 間 とりまとめ～ 

工 期 ダンピングの禁 止 、地 方 公 共 団 体 発 注 工 事 における施 工 時 期 の平 準 化 、注

文 者 が請 負 人 に技 能 レベルを指 定 できる制 度 、社 会 保 険 未 加 入 企 業 の許 可 ・更 新

を認 めない仕 組 み、技 術 者 配 置 要 件 の合 理 化 等 を盛 り込 んだ「中 間 とりまとめ」が策

定 されました。 

 

中 央 建 設 業 審 議 会 ・社 会 資 本 整 備 審 議 会 産 業 分 科 会 建 設 部 会 基 本 問 題 小 委

員 会 では、昨 年 ７月 に提 言 された「建 設 産 業 政 策 ２０１７＋１０」のうち、許 可 制 度 の見

直 しなど制 度 的 な対 応 が必 要 な事 項 の具 体 化 に向 けて、実 務 に精 通 した関 係 者 を

交 え、本 年 ２月 より検 討 を行 っています。 

これまで５回 の審 議 を踏 まえ、中 間 とりまとめが策 定 されましたので、別 添 の通 り公

表 いたします。 

 

【中 間 とりまとめの概 要 】 

１．長 時 間 労 働 の是 正  

（１）受 発 注 者 双 方 による適 正 な工 期 設 定 の推 進  

（２）施 工 時 期 等 の平 準 化 の推 進  

２．処 遇 改 善  

（１）技 能 ・経 験 にふさわしい処 遇 （給 与 ）の実 現  

（２）社 会 保 険 加 入 対 策 の一 層 の強 化  

３．生 産 性 向 上  

（１）限 られた人 材 の効 率 的 な活 用 の促 進  

（２）仕 事 の効 率 化 や手 戻 りの防 止  

（３）建 設 工 事 への工 場 製 品 の一 層 の活 用 に向 けた環 境 整 備  

（４）重 層 下 請 構 造 の改 善 に向 けた環 境 整 備  

４．地 域 建 設 業 の持 続 性 確 保  

（１）災 害 時 やインフラ老 朽 化 等 に的 確 に対 応 できる入 札 制 度 の構 築  

（２）建 設 業 許 可 制 度 の見 直 しによる建 設 業 の持 続 性 確 保  

 
 

【お問 い合 わせ先 】 

国土交通省土地・建設産業局建設業課  

建設業政策企画官 菅 原（24753）  企 画 専 門 官 嶋 川（24710） 

経 営 指 導 係 長  田 嶋（24734） 
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